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インフォメーション
　

本
会
で
は
、
会
員
企
業
の
皆
さ
ま
の

た
め
の
共
済
事
業
と
致
し
ま
し
て
、
傷

害
保
険
制
度
（
業
務
災
害
補
償
プ
ラ
ン
）

を
導
入
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
度
、

全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会
制
度
へ
の

移
行
を
図
る
こ
と
で
、
平
成
26
年
１
月

１
日
始
期
契
約
分
よ
り
、
現
行
の
約

24
％
割
引
→
約
59
％
割
引
に
な
り
ま
し

た
。

　

本
会
の
傷
害
保
険
制
度
は
他
制
度
と

比
較
し
て
も
大
変
割
安
に
な
り
ま
す
の

で
、
こ
れ
を
機
に
会
員
企
業
の
リ
ス
ク

管
理
と
福
利
厚
生
充
実
の
た
め
に
積
極

的
な
ご
活
用
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
以
下
サ
イ
ト
を
ご
覧
下

さ
い
。

http://w
w

w
.chuokai-chiba.or.jp/

chuokai/topics/13/20131106kyou 
sai.pdf

問
い
合
わ
せ　

本
会
商
業
連
携
支
援
部

　

☎
０
４
３
‐
３
０
６
‐
３
２
８
４

　

平
成
26
年
4
月
1
日
に
予
定
さ
れ
る

従
業
員
災
害
補
償
プ
ラ
ン
の

お
す
す
め

小
規
模
企
業
の
範
囲
を
弾
力
化
す
る

政
令
を
制
定
し
ま
し
た

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
際
し
、
消
費
税

を
円
滑
か
つ
適
正
に
転
嫁
で
き
る
か
ど

う
か
は
、
事
業
を
行
う
方
々
に
と
っ
て

最
大
の
懸
念
事
項
の
一
つ
で
す
。

　

こ
の
た
め
、
本
会
で
は
、
現
在
政
府

に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
お
り
ま
す
消
費

税
率
の
二
段
階
に
わ
た
る
引
上
げ
に
県

内
中
小
企
業
が
円
滑
に
対
応
す
る
こ
と

を
目
的
に
、
消
費
税
転
嫁
対
策
窓
口
相

談
等
事
業
を
実
施
致
し
ま
す
。

　

本
事
業
は
本
会
担
当
職
員
が
随
時
ご

相
談
を
お
受
け
す
る
ほ
か
、
特
定
日
を

決
め
て
専
門
家
が
直
接
ご
相
談
を
お
受

け
す
る
「
個
別
相
談
窓
口
設
置
事
業
」

と
、
地
理
的
条
件
・
日
程
等
に
よ
り
講

習
会
へ
の
参
加
や
相
談
窓
口
で
の
相
談

が
で
き
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
転
嫁
・

表
示
カ
ル
テ
ル
等
、
特
別
に
専
門
家
の

個
別
指
導
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る

中
小
企
業
組
合
等
を
対
象
と
し
た
「
専

門
家
派
遣
事
業
」
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
是
非
多
く
の
方
々

が
本
事
業
を
ご
活
用
下
さ
い
ま
す
よ

う
、
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

個
別
相
談
窓
口
設
置
事
業

（
１
）
中
央
会
職
員
の
受
付
時
間　

平

日　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

（
２
）
専
門
家
相
談　
　
　
　
　

2
月
7
日
（
金
）、
2
月
12
日
（
水
）、

2
月
19
日
（
水
）

専
門
家
相
談
の
時
間
帯
は
、
14
時
～
17

時
で
す
。

問
い
合
わ
せ　

本
会
商
業
連
携
支
援
部

　

☎
０
４
３
‐
３
０
６
‐
３
２
８
４

　

第
１
８
３
回
通
常
国
会
に
て
成
立
し
、

9
月
20
日
に
施
行
し
た
「
小
規
模
企
業

活
性
化
法
」
に
お
い
て
、
商
工
会
及
び

商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の

支
援
に
関
す
る
法
律
な
ど
の
3
法
の
対

象
と
な
る
「
小
規
模
企
業
」
に
つ
い
て

範
囲
の
変
更
を
政
令
で
行
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
措
置
し
ま
し
た
。
今
般
、
政

令
改
正
に
よ
り
宿
泊
業
及
び
娯
楽
業
を

営
む
従
業
員
20
人
以
下
の
事
業
者
を
小

規
模
企
業
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し

た
。

　

詳
し
く
は
、
以
下
の
サ
イ
ト
を
ご
覧

下
さ
い
。

http://w
w

w
.chusho.m

eti.go.jp/
keiei/shokibo/2013/131226 
shokibo.htm

　

中
小
企
業
庁
で
は
、
中
小
企
業
が
抱

え
る
取
引
上
の
様
々
な
悩
み
な
ど
の
相

談
へ
の
対
応
や
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続

（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
に
よ
る
迅
速
な
ト
ラ
ブ
ル
の

解
決
を
図
る
た
め
、「
下
請
か
け
こ
み
寺
」

を
全
国
48
カ
所
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
25
年
10
月
2
日
よ
り
、
消
費
税

の
転
嫁
拒
否
等
の
ご
相
談
を
お
受
け
す

る
専
用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
を
設
置
し
ま

し
た
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

［
下
請
か
け
こ
み
寺
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
］

０
１
２
０
‐
４
１
８
‐
６
１
８

［
消
費
税
転
嫁
対
策
専
用
フ
リ
ー
ダ
イ

ヤ
ル
］

０
１
２
０
‐
３
０
０
‐
２
１
７

　

詳
し
く
は
、
以
下
の
サ
イ
ト
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

http://w
w

w
.chusho.m

eti.go.jp/
keiei/torihiki/2012/0510FreeD

ial.
htm

　

ま
た
、
メ
ー
ル
や
Ｗ
ｅ
ｂ
フ
ォ
ー
ム

で
の
ご
相
談
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
以
下
の
サ
イ
ト
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

http://w
w

w
.zenkyo.or.jp/

kakekom
i/

消
費
税
転
嫁
対
策
窓
口
相
談
等
事

業
に
係
る
個
別
相
談
窓
口
設
置
事
業 

及
び
専
門
家
派
遣
事
業
の
実
施
に
つ

い
て

下
請
か
け
こ
み
寺
を
ご
活
用
下
さ
い
。

～
中
小
企
業
の
取
引
上
の
悩
み
相
談

を
相
談
員
や
弁
護
士
が
無
料
で
受
け

付
け
ま
す
～


